
学校法人　資生堂学園
　　資生堂美容技術専門学校

『感染症治癒証明書』記入についてのお願い

学校保健法施行令及び施行規則において感染症に罹患したことが確認された場合、本学では罹患
した学生を登校停止といたしております。
つきましては、学生の疾患が軽快または治癒し他への感染の恐れがなく、登校に支障がないことを
下記証明書にご記入いただきますようお願い申し上げます。

資生堂学園
資生堂美容技術専門学校 年 組 番号 氏名

１　病名：

２　初診：　　２０  　　年　　　 月　　　 日

３　登校停止期間：　　２０  　　年　　　 月　　　 日　～　２０  　　年　　　 月　　　 日

上記の疾患に関しては感染の恐れがないと認めるので、登校を許可します。

　　 ２０  　　　年　　　 月　　　 日

医療機関名　　　

医師氏名 印

＊　感染症報告書による情報は担当教員が共有し、原則として第三者に開示いたしません。
しかし、法令に基づく場合や、本人の生命・身体を保護するためにやむをえない場合、本人の
同意を得ることが困難であるときは例外的に第三者に開示することがあります。あらかじめご了承ください。

感染症治癒証明書

主治医殿

４　登校許可：　　　　　２０  　　年　　　 月　　　 日から


